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　はじめに

　この度「誰もが人格と個性を尊重し相互に支え合う共生社会の実

現」を基本理念に掲げた「第４次秋田市障がい者プラン（平成２５

年度～２９年度）」を策定いたしました。

　本プランは、第３次プラン策定後の６年間の社会状況や、国の障

がい者福祉に係る施策、法令等の変化を踏まえて、今後の本市の目

指すべき方向を示したものであります。

　障がいのある方を取り巻く状況は、大きく変化してきており、国においては、「障害者基

本法」の改正や「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者

虐待防止法）」が施行されたほか、障がいのある方の社会参加の機会の確保と地域社会にお

ける共生、社会的障壁の除去を基本理念とする「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（障害者総合支援法）」が平成２５年４月から施行されるなど、障がい

者制度改革の取組が進められております。

　また、本市においては、平成９年度に「第１次秋田市障害者プラン」を策定して以来、２

度のプラン改定を行ってまいりました。現在は、障害者自立支援法に基づく市町村障害福祉

計画を包含した第３次プランの下、障がいのある方への支援やサービスの提供等、関連する

各種施策や事業の推進に努めてきているところであります。

　今後は、本プランの基本理念の実現に向けて、各種施策を効果的かつ効率的に推進し、サー

ビスや相談体制のさらなる充実を図ってまいりますので、皆様の一層のご理解とご協力を賜

りますようお願い申し上げます。また、共生社会の実現には、市の取組はもちろん、関係機

関や関係諸団体等による取組も重要であり、第４次プランが地域の多様な主体による協働の

指針となり、互いに協力・連携しながら様々な取組が重層的に展開されていくことを期待い

たします。

　結びに、本プランの策定にあたり、熱心な議論を重ね、貴重なご意見、ご提言を賜りまし

た秋田市社会福祉審議会障がい者専門分科会委員の皆様をはじめ、パブリックコメントなど

を通じてプラン策定にお力添えをいただきました、障がい者団体および障がい福祉関係者並

びに多くの市民の皆様に心より感謝申し上げます。

　平成２５年 3月

 秋田市長　穂　積　　志
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成案説明
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